
(19)日本国特許庁（JP） (12) 公開特許公報（Ａ） (11)特許出願公開番号

特開2002－299053
(P2002－299053A)

(43)公開日 平成14年10月11日(2002.10.11)

(51)Int.Cl7 識別記号 FI ﾃｰﾏｺｰﾄﾞ(参考)

   �H�0�5�B 33/10    

   � � � �  33/06    

   �H�0�5�B 33/10    

   � � � �  33/06    

�3�K�0�0�7

審査請求 未請求 請求項の数 3ＯＬ（全 10数）

(21)出願番号 特願2001－103487(P2001－103487)

(22)出願日 平成13年4月2日(2001.4.2)

(71)出願人 000004260

株式会社デンソー

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地

(72)発明者 深谷 顕成

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地  株式会社

デンソー内

(72)発明者 大西 真司

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地  株式会社

デンソー内

(74)代理人 100100022

弁理士 伊藤 洋二 (外2名)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 ＥＬ表示素子の製造方法

(57)【要約】
【課題】  ＥＬ表示素子における上部電極の取出部を形
成するにあたって、取出部における上部電極の断線防止
と素子のクラック発生防止を実現可能とする。
【解決手段】  電極取出領域１ａに、上部電極６の形状
に対応してパターニングされた電極膜２ａを形成し、電
極膜２ａ上および電極膜２ａの間に下部絶縁層３形成
し、電極膜２ａの間に形成された下部絶縁層３の上に発
光層４を積層し、次に、その上に上部絶縁層５を積層
し、次に、電極膜２ａの上の層を機械的に除去して電極
膜２ａを露出させ、しかる後、露出した電極膜２ａの上
に上部電極６を積層する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  ガラス基板（１）上に、下部電極
（２）、下部絶縁層（３）、発光層（４）、上部絶縁層
（５）、上部電極（６）を順次積層してなるＥＬ表示素
子において、
前記ガラス基板のうち表示領域（１ｂ）以外の電極取出
領域（１ａ）にて前記上部電極を取り出すようにした製
造方法であって、
前記電極取出領域に、前記上部電極の形状に対応してパ
ターニングされた電極膜（２ａ）を形成する工程と、
前記電極取出領域にて前記電極膜上および前記電極膜の
間に前記下部絶縁層を形成する工程と、
前記電極取出領域にて前記電極膜の間に形成された前記
下部絶縁層の上に前記発光層を積層する工程と、
次に、前記電極取出領域に前記上部絶縁層を積層する工
程と、
次に、前記電極取出領域にて前記電極膜の上の層を機械
的に除去して前記電極膜を露出させる工程と、
しかる後、露出した前記電極膜の上に前記上部電極を積
層する工程と、を備えることを特徴とするＥＬ表示素子
の製造方法。
【請求項２】  前記電極取出領域（１ａ）にて前記電極
膜（２ａ）の間に形成された前記下部絶縁層（３）の上
に積層する前記発光層（４）を、前記表示領域の前記発
光層とは離した位置に形成することを特徴とする請求項
１に記載のＥＬ表示素子の製造方法。
【請求項３】  前記電極取出領域（１ａ）にて前記電極
膜（２ａ）の間に形成された前記下部絶縁層（３）の上
に前記発光層（４）を積層する工程では、前記発光層
を、前記電極取出領域の外周端部よりも前記電極取出領
域の内側にて前記電極膜上にも積層することを特徴とす
る請求項１または２に記載のＥＬ表示素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、ガラス基板上に、
下部電極、下部絶縁層、発光層、上部絶縁層、上部電極
を順次積層してなるＥＬ表示素子の製造方法に関し、特
に、上部電極の取出部の形成方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】ＥＬ表示素子の一般的な製造方法は、次
のようである。まず、ガラス基板上に、スパッタリング
法等によりＩＴＯ（インジウム－チン－オキサイド）等
の導電膜を形成し、これを所定形状にエッチングして下
部電極とする。その上に、ＡＬＥ法（原子層成長法）等
にて下部絶縁層を積層し、その上に蒸着法等にて発光層
を積層し、ＡＬＥ等にて上部絶縁層を積層した後、下部
電極と同様にして、上部電極を積層し、ＥＬ表示素子を
完成させる。
【０００３】ここにおいて、ガラス基板のうち表示領域
以外の部位（通常は、ガラス基板の周辺部）には、下部
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電極、上部電極を外部と電気的接続させるための電極取
出領域が設けられ、下部及び上部電極が露出した状態に
なるようにしている。下部電極の取出部（露出部）につ
いては、下部電極から上部絶縁層まで形成した後、下部
電極の上層を、研削や研磨等にて機械的に除去すること
で形成される。
【０００４】一方、上部電極の取出部の形成について
は、次に示す２つの方法が従来の一般的な方法として用
いられている。１つ目の方法を、図７及び図８に示す。
図７は模式的な斜視図、図８は上部電極の部分の概略断
面図である。
【０００５】まず、図７（ａ）及び図８（ａ）に示す様
に、ガラス基板１のうち電極取出領域１ａに、上部電極
の形状に対応してパターニングされた電極膜２ａを形成
し、電極膜２ａの上およびパターニングされた電極膜２
ａの間に、表示領域と共に下部絶縁層３を積層する。
【０００６】ここで、電極膜２ａは、表示領域の下部電
極（図示せず）と同時に、当該下部電極と同様にしてパ
ターニング形成するもので、最終的に、ガラス基板上に
おける上部電極の高さを合わせたり、上部電極と下部電
極との両取出部の抵抗値を合わせる等のために必要なも
の（ダミー下部電極）である。
【０００７】次に、図８（ｂ）に示す様に、ガラス基板
１の全域において下部絶縁層３の上に発光層４を積層
し、続いて、その上に、図７（ｂ）及び図８（ｃ）に示
す様に、上部絶縁層５を積層する。
【０００８】次に、図７（ｃ）及び図８（ｄ）に示す様
に、液体ホーニング等の機械的研削方法によって、電極
取出領域１ａを研削することにより、電極膜２ａの上の
層３～５を除去し、電極膜２ａを露出させる。次に、図
７（ｄ）に示す様に、電極取出領域１ａを含むガラス基
板１上の全域に、上部電極となる導電膜６ａを形成す
る。
【０００９】続いて、ウェットエッチングにより、導電
膜６ａをパターニングすることにより、図７（ｅ）及び
図８（ｅ）に示す様に、上部電極６が形成される。こう
して、上部電極６は、電極取出領域１ａにおいては、電
極膜２ａの上に積層された２層構造を有し、この電極取
出領域１ａに位置する上部電極６の部分が、取出部とな
る。
【００１０】２つ目の方法を、図９及び図１０に示す。
図９は模式的な斜視図、図１０は上部電極の間の部分の
概略断面図である。まず、図９（ａ）及び図１０（ａ）
に示す様に、上記１つ目の方法と同様にして、電極膜２
ａ、下部絶縁層３を積層する。
【００１１】次に、ガラス基板１の全域において下部絶
縁層３の上に発光層４を積層した後、上記１つ目の方法
とは異なり、図９（ｂ）及び図１０（ｂ）に示す様に、
フォトエッチングにより電極取出領域１ａにおける発光
層４を除去する。続いて、その上に、図９（ｃ）及び図
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１０（ｃ）に示す様に、ガラス基板１の全域に上部絶縁
層５を積層する。
【００１２】次に、図９（ｄ）及び図１０（ｄ）に示す
様に、液体ホーニング等の機械的研削方法によって、電
極取出領域１ａを研削することにより、電極膜２ａの上
の両絶縁層３、５を除去し、電極膜２ａを露出させる。
【００１３】次に、図１０（ｅ）に示す様に、電極取出
領域１ａを含むガラス基板１上の全域に、上部電極とな
る導電膜６ａを形成し、ウェットエッチングにより、当
該導電膜をパターニングすることにより、図９（ｅ）に
示す様に、上部電極６が形成される。
【００１４】こうして、上部電極６は、上記１つ目の方
法と同様、電極取出領域１ａにおいて電極膜２ａの上に
上部電極６が積層された２層構造を有する上部電極６の
取出部が形成される。
【００１５】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記し
た２つの上部電極の取出部の形成方法においては、次の
ような問題が生じる。まず、上記１つ目の方法では、図
７（ｃ）に示す様に、電極膜２ａの上の層３～５を除去
し、電極膜２ａを露出させた際、当該除去領域と非除去
領域との境界において電極膜２ａ上にて発光層４の端面
４ａが露出する。
【００１６】そして、図７（ｄ）に示す様に、上部電極
となる導電膜６ａを形成するが、このとき、導電膜６ａ
は、発光層４における露出した端面４ａにも形成され
る。
【００１７】そのため、続いて、ウェットエッチングに
より導電膜６ａをパターニングして上部電極６の形状と
する際に、エッチング液が、導電膜６ａのエッチング領
域から非エッチング領域まで回り込み、上部電極６の下
の発光層４をもエッチングしてしまう。
【００１８】すると、上部電極６の下の発光層４が無く
なったり、発光層４の露出端面４ａ上の上部電極６が必
要以上にエッチングされたりするため、上部電極６の強
度が低下し、断線するという問題が生じる。
【００１９】一方、上記２つ目の方法では、図９（ｂ）
及び図１０（ｂ）に示す様に、フォトエッチングにより
電極取出領域１ａにおける発光層４を除去するため、電
極取出領域１ａを機械的に除去する前の段階で、パター
ニングされた電極膜２ａの間には、ガラス基板１の上に
両絶縁層３、５が積層された形となる。
【００２０】ここで、ＥＬ表示素子に用いられる絶縁層
（特に、ＡＬＥ法にて成膜されたもの）は、膜応力が大
きい。しかも、２層の絶縁層３、５が積層されているた
め、その膜応力は非常に大きくなり、それによってガラ
ス基板１と両絶縁層３、５との界面には大きな歪みが生
じると考えられる。
【００２１】そして、この界面が歪んだ状態で、両絶縁
層３、５を機械的に除去すべく研削等を行うと、パター
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ニングされた電極膜２ａの間においては、ガラス基板１
や両絶縁層３、５にクラックが発生しやすくなると考え
られる。実際に、本発明者等の検討によれば、図９
（ｄ）に示す様に、クラックＫが発生し、ＥＬ表示素子
の強度低下や耐圧性低下等の問題が生じた。
【００２２】そこで、本発明は上記問題に鑑み、ＥＬ表
示素子における上部電極の取出部を形成するにあたっ
て、取出部における上部電極の断線防止と素子のクラッ
ク発生防止を実現可能とすることを目的とする。
【００２３】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、請求項１に記載の発明は、ガラス基板（１）上に、
下部電極（２）、下部絶縁層（３）、発光層（４）、上
部絶縁層（５）、上部電極（６）を順次積層してなるＥ
Ｌ表示素子において、ガラス基板のうち表示領域（１
ｂ）以外の電極取出領域（１ａ）にて上部電極を取り出
すようにした製造方法であって、ガラス基板における電
極取出領域にて、次のような工程を行っていくことを特
徴としたものである。
【００２４】まず、電極取出領域に、上部電極の形状に
対応してパターニングされた電極膜（２ａ）を形成する
工程を行う。次に、電極膜上および電極膜の間に下部絶
縁層を形成する工程を行う。次に、電極膜の間に形成さ
れた下部絶縁層の上に発光層を積層する工程を行う。次
に、その上に上部絶縁層を積層する工程を行う。次に、
電極膜の上の層を機械的に除去して電極膜を露出させる
工程を行う。しかる後、露出した電極膜の上に上部電極
を積層する工程を行う。
【００２５】それによれば、電極膜の間に形成された下
部絶縁層の上に発光層を積層するため、電極膜の上には
発光層を無い状態にできる。そのため、電極膜の上の層
を機械的に除去して電極膜を露出させた際に、当該除去
領域と非除去領域との境界において、電極膜の上では従
来のような発光層の露出端面が存在しないようにでき
る。
【００２６】そのため、電極膜の上にて上部電極となる
膜を積層し、この膜を上部電極の形状にパターニングす
るためのエッチングを行っても、そもそも、発光層がエ
ッチングされることによる上部電極の断線といった上記
の問題は発生しない。
【００２７】また、電極膜の上の層を機械的に除去して
電極膜を露出させる工程において、電極膜の間では、下
部絶縁層、発光層及び上部絶縁層が積層された３層膜を
機械的に除去することとなる。この３層膜は、両絶縁層
間に膜応力の小さい発光層が介在しているため、従来の
下部絶縁層と上部絶縁層との２層絶縁膜よりも膜応力が
小さい。
【００２８】そのため、当該３層膜を機械的に除去した
際に、ガラス基板や下部絶縁層及び上部絶縁層に対して
クラックが発生しにくくなる。従って、本発明によれ
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ば、取出部における上部電極の断線を防止し、素子のク
ラックの発生を防止することのできるＥＬ表示素子の製
造方法を提供することができる。
【００２９】また、請求項２に記載の発明では、電極取
出領域（１ａ）にて電極膜（２ａ）の間に形成された下
部絶縁層（３）の上に積層する発光層（４）を、表示領
域の発光層とは離した位置に形成することを特徴として
いる。
【００３０】それによれば、表示領域の発光層と電極取
出領域の発光層とが離れているから、電極取出領域（１
ａ）に上部絶縁層（５）を積層する工程において同時に
表示領域にも上部絶縁層を形成するようにすれば、表示
領域の発光層を上部絶縁層にて完全に覆うことができ、
好ましい。
【００３１】また、請求項３に記載の発明では、電極取
出領域（１ａ）にて電極膜（２ａ）の間に形成された下
部絶縁層（３）の上に発光層（４）を積層する工程で
は、発光層を、電極取出領域の外周端部よりも電極取出
領域の内側にて電極膜上にも積層することを特徴として
いる。
【００３２】それによれば、請求項１の発明の効果を発
揮できることに加えて、電極膜の上の層を機械的に除去
する際に、当該電極膜の上の層の一部は、下部及び上部
絶縁層の間に除去しやすい発光層が介在した積層構造と
なるため、除去速度が向上するという効果がある。
【００３３】なお、上記各手段の括弧内の符号は、後述
する実施形態に記載の具体的手段との対応関係を示す一
例である。
【００３４】
【発明の実施の形態】以下、本発明を図に示す実施形態
について説明する。図１は、本発明の実施形態に係るＥ
Ｌ表示素子１００の表示領域の縦断面構造を模式的に示
す図である。ＥＬ表示素子１００は、ガラス基板１上
に、下部電極２、下部絶縁層３、発光層４、上部絶縁層
５及び上部電極６を順次積層して形成されている。
【００３５】下部電極２は、本例ではＩＴＯ（酸化イン
ジウム・錫）よりなり、その平面形状は図１中の左右方
向に延びるストライプ状に形成されている。下部絶縁層
３は、本例ではＡＬＥ法によって形成されたＡｌ

2
Ｏ
3
／

ＴｉＯ
2
積層構造膜（以下、ＡＴＯ膜という）よりな

り、下部電極２の上及び下部電極２の間のガラス基板１
上に形成され、これらの部位を被覆している。
【００３６】発光層４は無機ＥＬ材料よりなり、下部絶
縁層３を被覆している。本例では、発光層４は、硫化ス
ズ（ＳｎＳ）を母体材料とし、発光中心としてＭｎを添
加したもの（ＳｎＳ：Ｍｎ）を、蒸着法にて形成したも
のを採用している。また、上部絶縁層５は、発光層４を
被覆しており、本例ではＡＬＥ法により成膜されたＡＴ
Ｏ膜を採用している。
【００３７】上部電極６は、上記下部電極２と同様の材
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料を用いて形成することができる。本例では、上部電極
６はＩＴＯよりなり、下部電極２と直交するように平面
形状がストライプ状に形成されている。そして、これら
両電極２、６が互いに重なり合う部分が発光画素を形成
している。
【００３８】ここで、図２は、ＥＬ表示素子１００にお
ける表示領域１ｂと電極取出領域１ａとの位置関係の一
例を示す模式的な平面図であり、ガラス基板１上の上部
電極６と下部電極２のみを模式的に示してある。図２に
示す様に、ガラス基板１の一端側の周辺部に設けられた
電極取出領域１ａまで、下部及び上部の両電極２、６が
それぞれ引き回され、取出部を形成している。
【００３９】そして、この電極取出領域１ａにて、両電
極２、６は、配線部材を介する等により、外部の駆動回
路と電気的に接続されようになっている。そして、上記
駆動回路から、両電極２、６間に電圧を印加すること
で、発光層４を発光させ、表示が行われるようになって
いる。
【００４０】次に、本実施形態に係るＥＬ表示素子の製
造方法について、上記図１、図２及び図３～図６に示す
工程説明図を参照して、上部電極６の取出部の形成方法
を中心に述べる。なお、図３は電極取出領域１ａ近傍の
平面図、図４は上部電極６部分の断面図（図３（ａ）の
Ａ－Ａ断面に相当）、図５は上部電極６の間の部分の断
面図（図３（ａ）のＢ－Ｂ断面に相当）、図６は電極取
出領域１ａ近傍の斜視図である。
【００４１】まず、ガラス基板１上に、スパッタリング
法にて例えば厚さ１μｍのＩＴＯ膜を成膜した後、塩酸
と塩化第二鉄の混合溶液でウェットエッチングする。そ
れにより、上記の下部電極２を形成すると共に、図３
（ａ）、図４（ａ）、図５（ａ）、図６（ａ）に示す様
に、上部電極６の形状に対応してパターニングされたス
トライプ状の電極膜２ａを電極取出領域１ａに形成す
る。
【００４２】この電極膜２ａは、上述したように、最終
的に、ガラス基板１上における上部電極６の高さを合わ
せる等のために必要なもの（ダミー下部電極）であり、
下部電極６とは電気的に絶縁するように分離してパター
ニングされる。
【００４３】次に、その上に、ＡＬＥ法にて例えば厚さ
２５０ｎｍのＡＴＯ膜よりなる下部絶縁層３を成膜す
る。これにより、上記図１に示す様に、下部電極２が下
部絶縁層３にて被覆されると共に、図３～図６の各
（ａ）に示す様に、電極膜２ａの上およびパターニング
された電極膜２ａの間が、下部絶縁層３にて被覆され
る。
【００４４】なお、図３（ａ）においては、下部絶縁層
３の外縁は２点鎖線で示し、識別上、この下部絶縁層３
の外縁はガラス基板１の外縁とは、ずらしているが、実
際は、これら両者の外縁は略一致している。
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【００４５】次に、下部絶縁層３の上に、電子ビーム蒸
着法にて例えば厚さ１μｍのＳｎＳ：Ｍｎよりなる発光
層４を成膜する。これにより、上記図１に示す様に、発
光層４が形成される。次に、この発光層４をウェットエ
ッチングして、表示領域１ｂと電極取出領域１ａとに分
離する。
【００４６】このとき、図３～図６の各（ｂ）に示す様
に、電極取出領域１ａにおいては、発光層４は、少なく
とも電極膜２ａの間に形成された下部絶縁層３の上に積
層するようにする。本例では、さらに、発光層４を、電
極取出領域１ａの外周端部よりも電極取出領域１ａの内
側にて電極膜２ａ上にも積層している。なお、図３で
は、識別上、発光層４に斜線ハッチングを施してある。
【００４７】次に、その上に、ＡＬＥ法にて例えば厚さ
２５０ｎｍのＡＴＯ膜よりなる上部絶縁層５を成膜す
る。これにより、図３～図５の各（ｃ）に示す様に、表
示領域１ｂ及び電極取出領域１ａにおいて、発光層４及
び発光層４の非形成部の上に上部絶縁層５が積層され
る。なお、図３（ｃ）においては、下部絶縁層３及び上
部絶縁層５の外縁を２点鎖線で示している。
【００４８】次に、電極取出領域１ａにて電極膜２ａの
上の層（両絶縁層３、５及び発光層４）を、テープ研磨
法により機械的に除去する。それにより、図３～図５の
各（ｄ）に示す様に、電極膜２ａが露出するとともに、
電極膜２ａの間では、ガラス基板１が露出する。なお、
電極膜２ａの間においては、多少、絶縁層３、５が残っ
ていても構わない。また、図示しないが、この工程によ
り、電極取出領域１ａにて下部電極２も露出する。
【００４９】次に、図３～図５の各（ｅ）に示す様に、
表示領域１ｂおよび電極取出領域１ａのうちに、最終的
に上部電極６となる導電膜６ａを形成する。この導電膜
６ａは、スパッタリング法にて例えば厚さ１μｍのＩＴ
Ｏ膜として成膜する。なお、図３（ｅ）では、導電膜６
ａの外縁を破線にて示してあり、識別上、ガラス基板１
の外縁とは、ずらしてあるが、実際は、これら両者の外
縁は略一致している。
【００５０】そして、この導電膜６ａを塩酸と塩化第二
鉄の混合溶液でウェットエッチングすることにより、表
示領域１ｂにて、上部電極６を形成すると共に、図３～
図５の各（ｆ）に示す様に、電極取出領域１ａにて、露
出した電極膜２ａの上に上部電極６を積層形成する。
【００５１】なお、図３（ｆ）では、上部電極６の外縁
を破線にて示してあり、識別上、電極膜２ａの外縁と
は、ずらしてあるが、実際は、これら両者の外縁は略一
致している。また、図示しないが、下部電極２の露出部
においても、積層された導電膜６ａが下部電極２の形状
にパターニングされる。
【００５２】こうして、上記図１に示すＥＬ表示素子１
００が出来上がると共に、下部電極２及び上部電極６の
取出部が形成される。そして、下部電極２の取出部は、
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下部電極２の上に導電膜６ａが積層された２層構造であ
り、上部電極６の取出部は、電極膜２ａの上に上部電極
６が積層された２層構造となり、ガラス基板１上におけ
る両取出部の高さは略同等のものとなる。
【００５３】ところで、本実施形態によれば、電極膜２
ａの間に形成された下部絶縁層３の上に発光層４を積層
するため、電極膜２ａの上には発光層を無い状態にでき
る（図３（ｂ）、図４（ｂ）、図６（ｂ）参照）。
【００５４】そのため、上部絶縁層５を成膜した後、電
極取出領域１ａにて電極膜２ａの上の層を機械的に除去
して電極膜２ａを露出させたときに、従来（上記図８
（ｄ）参照）のように、当該除去領域と非除去領域との
境界において、電極膜２ａ上にて発光層４の端面が露出
することが無い。
【００５５】そして、露出した電極膜２ａの上に、上部
電極６となる導電膜６ａを積層し、この導電膜６ａを上
部電極６の形状にパターニングするためのエッチングを
行っても、そもそも、発光層４がエッチングされること
による上部電極６の断線といった問題は発生しない。
【００５６】なお、本実施形態では、電極取出領域１ａ
にて発光層４を積層する工程では、電極膜２ａの間に形
成された下部絶縁層３の上に積層する以外にも、電極取
出領域１ａの外周端部よりも電極取出領域１ａの内側に
て電極膜２ａ上にも、発光層４を積層している。
【００５７】しかし、あくまでも、電極膜２ａの上の層
を機械的に除去する際の除去領域と非除去領域との境界
では、電極膜２ａ上には発光層４を存在させないように
しているため、上記した上部電極の断線防止効果は十分
に発揮される。
【００５８】しかも、電極膜２ａの上の層を機械的に除
去する際に、発光層４が積層された部分における電極膜
２ａの上の層は、下部及び上部絶縁層３、５の間に比較
的柔らかい発光層４が介在した積層構造であるため、下
部及び上部絶縁層３、５の２層構造よりも除去しやす
く、除去速度が向上するという効果がある。なお、電極
取出領域１ａでは、電極膜２ａの間に形成された下部絶
縁層３の上にのみ、発光層４を形成しても良いことは勿
論である。
【００５９】また、本実施形態では、電極膜２ａの上の
層を機械的に除去して電極膜２ａを露出させる工程にお
いて、電極膜２ａの間では、下部絶縁層３、発光層４及
び上部絶縁層５が積層された３層膜を機械的に除去する
こととなる。この３層膜は、両絶縁層３、５間に膜応力
の小さい発光層４が介在しているため、従来の下部絶縁
層と上部絶縁層との２層絶縁膜よりも膜応力が小さい。
【００６０】そのため、当該３層膜を機械的に除去した
際に、ガラス基板１や下部絶縁層３及び上部絶縁層５に
対してクラックが発生しにくくなる。従って、本製造方
法によれば、取出部における上部電極６の断線を防止
し、素子のクラックの発生を防止することのできるＥＬ
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表示素子を製造することができる。
【００６１】また、本実施形態では、電極取出領域１ａ
にて電極膜２ａの間に形成された下部絶縁層３の上に積
層する発光層（以下、電極間発光層という）４を、表示
領域の発光層４とは離した位置に形成している。
【００６２】電極取出領域１ａにて、電極間発光層４を
表示領域の発光層４と連続して形成しても、上記した取
出部における上部電極断線防止及び素子のクラック発生
防止は達成できる。しかし、表示領域の発光層４と電極
間発光層４とが離れていれば、次に行う、上部絶縁層５
を積層する工程において、表示領域の発光層４を上部絶
縁層５にて完全に覆うことができ、より好ましい。
【００６３】なお、電極取出領域１ａにて電極膜２ａの
上の層を機械的に除去する方法としては、テープ研磨法
以外にも、液体ホーニング、乾式ブラスト、超音波加
工、ラッピング加工、ブラシ加工等を用いることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態に係るＥＬ表示素子の表示領
域の模式的断面図である。
【図２】上記実施形態に係るＥＬ表示素子における表示
領域と電極取出領域との位置関係を示す模式的平面図で
ある。
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【図３】上部電極の取出部の形成方法を平面的に示す工
程図である。
【図４】上部電極の取出部の形成方法を上部電極部分の
断面として示す工程図である。
【図５】上部電極の取出部の形成方法を上部電極間の断
面として示す工程図である。
【図６】上部電極の取出部の形成方法を示す斜視図であ
る。
【図７】従来の上部電極の取出部の１つ目の形成方法を
示す斜視図である。
【図８】図７に示す従来の上部電極の取出部の１つ目の
形成方法を上部電極部分の断面として示す工程図であ
る。
【図９】従来の上部電極の取出部の２つ目の形成方法を
示す斜視図である。
【図１０】図９に示す従来の上部電極の取出部の２つ目
の形成方法を上部電極間の断面として示す工程図であ
る。
【符号の説明】
１…ガラス基板、１ａ…電極取出領域、１ｂ…表示領
域、２…下部電極、２ａ…電極膜、３…下部絶縁層、４
…発光層、５…上部絶縁層、６…上部電極。

【図１】 【図２】



(7) 特開２００２－２９９０５３

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】



(9) 特開２００２－２９９０５３

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】
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